
1　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
巡
る
現
状

日
本
の
自
殺
を
巡
る
状
況
を
見
る
と
、
平

成
24
年
の
自
殺
者
数
は
15
年
ぶ
り
に
3
万
人

を
下
回
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
、
約
7
、4
0
0

人
が
労
働
者
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
労
働
分

野
で
の
自
殺
防
止
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
24
年
労
働
者
健
康
状
況
調
査
に

よ
る
と
、
職
業
生
活
等
で
強
い
不
安
、
ス
ト

レ
ス
等
を
感
じ
る
労
働
者
は
約
6
割
に
上
っ

て
お
り
、
実
際
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に

よ
り
連
続
1
カ
月
以
上
休
業
又
は
退
職
し
た

労
働
者
が
い
る
事
業
場
の
割
合
は
8
・
1
％

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景

に
、
精
神
障
害
等
に
よ
る
労
災
支
給
決
定
件

数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

一
方
、
同
調
査
に
よ
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
場
の
割

合
は
47
・
2
％
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
19
年
か

ら
約
16
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、

取
り
組
ん
で
い
な
い
事
業
場
で
は
、「
必
要
性

を
感
じ
な
い
」
51
・
0
％
、「
取
り
組
み
方
が

わ
か
ら
な
い
」
31
・
6
％
、「
専
門
ス
タ
ッ
フ

が
い
な
い
」
22
・
4
％
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

取
組
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

2　

厚
生
労
働
省
の
取
組

⑴　

事
業
場
に
対
す
る
指
導
・
支
援

厚
生
労
働
省
で
は
、
平
成
18
年
に
労
働
安

全
衛
生
法
に
基
づ
く
指
針
と
し
て
、
事
業
者

が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取
り
組
む
際
の

原
則
的
な
実
施
方
法
を
示
し
た
「
労
働
者
の

心
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
指
針
」
を

策
定
し
、
本
指
針
に
基
づ
く
取
組
が
実
施
さ

れ
る
よ
う
、
事
業
者
に
対
し
、
労
働
基
準
監

督
署
を
通
じ
た
指
導
や
全
国
47
都
道
府
県
に

設
置
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
支
援
セ
ン

タ
ー
に
よ
る
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、働
く
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
・
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
「
こ
こ
ろ
の
耳
」
を
開
設
し
、

事
業
者
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
、
労
働
者
や

そ
の
家
族
等
に
対
し
て
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に

関
す
る
様
々
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。

⑵ 　

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
充
実

ア　

こ
れ
ま
で
の
経
緯

厚
生
労
働
省
で
は
、
平
成
22
年
5
月
に
自

殺
・
う
つ
病
等
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

に
よ
る
対
策
の
方
針
を
受
け
、「
職
場
に
お

け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
検
討
会
」
を
開

催
し
、
平
成
22
年
9
月
に
報
告
書
を
と
り
ま

と
め
た
。
報
告
書
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
等
を
基

本
的
な
方
針
と
し
て
、
一
般
定
期
健
康
診
断

に
併
せ
、
ス
ト
レ
ス
に
関
連
す
る
労
働
者
の

症
状
・
不
調
を
医
師
が
確
認
す
る
な
ど
に
よ

り
、
職
場
環
境
の
改
善
に
つ
な
げ
る
「
新
た

な
枠
組
み
」
が
提
言
さ
れ
た
。

提
言
等
を
受
け
、
労
働
政
策
審
議
会
安
全

衛
生
分
科
会
で
平
成
22
年
12
月
に
建
議
が
ま

と
め
ら
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た

労
働
安
全
衛
生
法
改
正
案
要
綱
に
つ
い
て
、

労
働
政
策
審
議
会
の
諮
問
答
申
を
受
け
、
平

成
23
年
12
月
国
会
に
法
案
を
提
出
し
た
。

当
時
の
法
律
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 　

医
師
又
は
保
健
師
に
よ
る
労
働
者
の
精

神
的
健
康
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
検

査
を
行
う
こ
と
を
事
業
者
に
義
務
付
け
る
。

② 　

労
働
者
は
、
事
業
者
が
行
う
当
該
検
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

③ 　

検
査
の
結
果
は
、
検
査
を
行
っ
た
医
師

又
は
保
健
師
か
ら
、
労
働
者
に
対
し
通
知

さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
医
師
又
は
保
健
師

は
、
労
働
者
の
同
意
を
得
な
い
で
検
査
の

結
果
を
事
業
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
。

④ 　

検
査
の
結
果
を
通
知
さ
れ
た
労
働
者
が

面
接
指
導
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
医
師

に
よ
る
面
接
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
を
事

業
者
に
義
務
付
け
る
。

⑤ 　

面
接
指
導
の
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。

⑥ 　

事
業
者
は
、
面
接
指
導
の
結
果
、
医
師

の
意
見
を
聴
き
、
必
要
な
場
合
に
は
、
作

業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
そ
の
他
の

適
切
な
就
業
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

上
記
、
労
働
安
全
衛
生
法
改
正
案
は
、
継

続
審
議
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
平
成
24
年

11
月
の
衆
議
院
の
解
散
に
伴
い
、
廃
案
と

な
っ
た
。

イ　

第
12
次
労
働
災
害
防
止
計
画
の
策
定

一
方
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
6
条
に
基
づ

き
、
国
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
「
第

12
次
労
働
災
害
防
止
計
画
」（
以
下「
12
次
防
」

と
い
う
。）
が
平
成
25
年
2
月
に
策
定
さ
れ

た
。
12
次
防
は
、
平
成
25
年
度
か
ら
平
成
29

年
度
ま
で
の
5
年
間
に
わ
た
っ
て
は
、
労
働

災
害
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
重
点
的
に
取
り

組
む
べ
き
事
項
を
示
し
た
も
の
で
、
労
働
政

策
審
議
会
安
全
衛
生
分
科
会
で
の
議
論
を
経

て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

＊
全
文
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
（http://

w
w
w
.m
hlw
.go.jp/bunya/roudoukijun/anze 

neisei21/

）。

12
次
防
に
盛
り
込
ま
れ
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
に
つ
い
て
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

（
目
標
）

平
成
29
年
ま
で
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

策
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
場
の
割
合

を
80
％
以
上
と
す
る
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特集●メンタルヘルス向上のための職場改善

（
講
ず
べ
き
施
策
）

a 　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
予
防
の
た
め
の

職
場
改
善
の
取
組

・
管
理
監
督
者
と
労
働
者
へ
の
教
育
研

修
・
情
報
提
供
の
推
進

・
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
推
進

・
ス
ト
レ
ス
の
リ
ス
ク
を
特
定
、
評
価
す

る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
よ
う
な
新

た
な
手
法
の
検
討

b　

ス
ト
レ
ス
へ
の
気
づ
き
と
対
応
の
促
進

・
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
等
の
取
組
の
推
進

・
事
業
場
内
で
の
相
談
体
制
の
整
備

c 　

取
組
方
策
の
分
か
ら
な
い
事
業
場
へ
の

支
援

・
特
に
取
組
が
進
ん
で
い
な
い
小
規
模
事

業
場
に
対
す
る
支
援
の
強
化

d　

職
場
復
帰
対
策
の
促
進

・
事
業
場
規
模
に
応
じ
た
職
場
復
帰
支
援

モ
デ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
・
提
供

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
の
職
場
復
帰

支
援
へ
の
支
援
措
置
の
検
討
・
充
実

厚
生
労
働
省
で
は
、
12
次
防
の
目
標
達
成

に
向
け
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
等
の
法
制
度

化
と
併
せ
、
研
修
の
実
施
、
モ
デ
ル
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
普
及
等
を
通
じ
て
事
業
場
に
対
す
る

指
導
・
支
援
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
と

し
て
い
る
。

ウ 　

労
働
安
全
衛
生
法
改
正
に
向
け
た
検
討

平
成
22
年
の
建
議
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
」
等
の
ほ
か
、
新

た
に
12
次
防
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
事
項
も
含
め
た
事
項
に
つ
い
て
、
平
成

25
年
6
月
か
ら
労
働
政
策
審
議
会
安
全
衛
生

分
科
会
に
お
い
て
改
め
て
審
議
が
行
わ
れ
、

平
成
25
年
12
月
に
次
の
と
お
り
建
議
（
職
場

に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
部
分
の
み

抜
粋
）
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

○
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

（
中
略
）
従
業
員
数
が
50
人
未
満
の
小
規

模
事
業
場
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
取
組

が
遅
れ
て
い
る
な
ど
、
総
合
的
な
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
の
必
要
性
は
引
き
続
き
高
く
、

特
に
小
規
模
事
業
場
に
お
け
る
対
策
の
促
進

が
必
要
で
あ
る
。

（
対
策
の
方
向
性
）

ア 　

平
成
22
年
の
建
議
に
基
づ
く
労
働
安
全

衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
踏

ま
え
つ
つ
、
各
事
業
場
で
現
在
行
わ
れ
て

い
る
取
組
も
十
分
勘
案
し
た
上
で
、
労
働

者
自
身
の
ス
ト
レ
ス
の
状
況
に
つ
い
て
の

気
づ
き
を
促
し
、
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
早

期
に
把
握
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
に
よ
り
、
労
働
者
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
と
な
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
新
た
な
仕
組
み
を
設
け

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
業

者
が
、
医
師
又
は
保
健
師
に
よ
る
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
（
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握

す
る
た
め
の
検
査
）
を
行
い
、
労
働
者
の

申
出
に
応
じ
て
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
等

を
実
施
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と

等
を
内
容
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

イ 　

職
場
環
境
等
の
改
善
の
一
つ
の
方
法
と

し
て
、
事
業
者
が
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把

握
す
る
た
め
の
検
査
を
実
施
し
た
医
師
等

か
ら
、
労
働
者
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
形

で
職
場
ご
と
に
集
団
的
に
分
析
さ
れ
た
評

価
結
果
を
入
手
し
、
当
該
職
場
ご
と
の
ス

ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握
し
、
職
場
環
境
等

の
改
善
に
生
か
す
と
い
う
方
法
も
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
は
、
個
人
が
特

定
さ
れ
な
い
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
医
師

等
が
事
業
者
に
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
、

労
働
者
の
同
意
は
不
要
と
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。

ウ 　

労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
検
査
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
各

事
業
場
で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
取
組
も

十
分
勘
案
し
つ
つ
、
専
門
家
の
意
見
を
聴

き
、
中
小
規
模
事
業
場
で
の
実
施
可
能
性

に
も
十
分
配
慮
し
た
上
で
、
国
が
標
準
的

な
項
目
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、

労
働
者
に
受
診
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
検
査
の
目
的
が
ス
ト
レ
ス
の
状
況

を
把
握
す
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
疾
患
の

発
見
を
一
義
的
な
目
的
と
し
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

エ 　

労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
検
査
や
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た

面
接
指
導
は
、
産
業
医
の
選
任
義
務
が
あ

る
事
業
場
に
お
い
て
は
、
適
切
な
措
置
に

つ
な
が
る
よ
う
、
労
働
者
の
業
務
内
容
や

勤
務
状
況
を
把
握
し
て
い
る
産
業
医
が
関

与
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
産
業

医
の
選
任
義
務
が
な
い
事
業
場
に
対
し
て

は
、
新
た
な
仕
組
み
が
効
率
的
・
効
果
的

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
国
が
地
域
産
業
保

健
事
業
を
通
じ
て
面
接
指
導
を
実
施
で
き

る
体
制
を
整
備
す
る
な
ど
、
必
要
な
支
援

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
業
場

内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
、
管
理
監
督
者
等

に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
教

育
研
修
や
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
や
面
接

指
導
を
実
施
す
る
医
師
等
に
対
す
る
研
修

の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
国
が
必
要

な
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

オ 　

国
は
、面
接
指
導
の
申
出
の
み
な
ら
ず
、

労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握
す
る

た
め
の
検
査
の
結
果
や
面
接
指
導
の
結
果

に
基
づ
き
、
事
業
者
が
労
働
者
に
対
し
て

不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
国
は
、

そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、専
門
家
、

労
働
者
代
表
、
使
用
者
代
表
の
意
見
を
聴

い
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
と
判
断
さ
れ
る

行
為
等
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
で
は
、
今
回
の
建
議
に
あ
る

よ
う
に
前
回
の
法
案
の
枠
組
み
を
基
本
的
に

維
持
し
つ
つ
、
労
働
安
全
衛
生
法
改
正
案
を

作
成
し
諮
問
・
答
申
を
受
け
た
の
ち
、
早
期

の
国
会
で
の
成
立
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
。

参考： 精神的健康の状況を把握するための検査（ストレスチェック）と面接指導
＜平成24年 11月廃案＞

○ひどく疲れた

○不安だ

○ゆううつだ

医師・保健師がストレス
チェックを実施

①結果の通知

③面接の実施依頼

時間外労働の制限、作業の転換につい
て意見

時間外労働の制限、作業の転
換の措置

②面接の申出

⑤医師からの意見聴取⑥事後措置の実施

労働者の意向を尊重

申出後は事業者が対応

④面接指導の実施

面接指導後受診

・保健所、精神保健福祉センター
・民間団体

医療機関

相談機関相談

直接受診

連携の促進

【地域の機関】

・
・
・

①’労働者の
同意を得て事
業者に通知

気づきの促進

不利益な取扱いをしては
ならない

一般定期健康診断の「自覚症状、
他覚症状の有無の検査」に併せ
て実施

労
働
者

事
業
者

医
師（
産
業
医
、
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
の
医
師
）
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